
兵庫労働局 雇用環境・均等部
指導課

育児・介護休業法の改正について
最新の法改正に対応できていますか？

令和8年3月

令和７年度介護保険サービス事業者等に対する集団指導



STEP1 規定の整備はお済みですか?

STEP2 雇用環境整備の措置はできていますか?

STEP3 妊娠・出産や介護等の申出者が出た場合、
個別周知や意向確認等を行っていますか?

その他 不利益取扱い禁止、ハラスメント対策等

（関連情報）
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STEP1 規定の整備はお済みですか?

3

育児・介護休業等規定の改定が必要となる
直近（令和6年5月公布）の育児・介護休業法の改正点

施行日:令和７年（2025年）４月１日
□ 子の看護休暇の見直し
□ 介護休暇の対象者拡大
□ 育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象期間の拡大

施行日:令和７年（2025年）１０月１日
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の新設 労働者の過半数代表からの

意見聴取をお忘れなく!



4

育児・介護休業等に関する規則の規定例
（令和７年10月施行対応版・兵庫労働局作成）
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□ 子の看護休暇の見直し

（兵庫版規定例４ページ）
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□ 介護休暇の対象者拡大

（兵庫版規定例４ページ）
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□ 育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象期間の拡大

（以下略）

（兵庫版規定例４ページ）
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□ 柔軟な働き方を実現するための措置の新設

《措置候補》

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」 or 「フレックスタイム制」

「養育両立支援休暇」

「短時間勤務」

「テレワーク」

「保育施設の設置運営」 or 「ベビーシッターの手配及び費用補助」

（兵庫版規定例６ページ）
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（兵庫版規定例７ページ）
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（兵庫版規定例８ページ）
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（兵庫版規定例８ページ）

（注）１日の所定労働時間が６時間以下である労働者も措置の対象とする必要があります。

（参考）厚生労働省ＨＰ
令和６年改正育児・介護休業法に関する Q＆A （令和７年９月 24 日時点）
Q2-7-2

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
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（兵庫版規定例９～１０ページ）
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（兵庫版規定例１３～１４ページ）



STEP2 雇用環境整備の措置はできていますか?

14

育児・介護休業等を取得しやすい
雇用環境整備の措置

事業主は、育児休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 研修の実施（少なくとも管理職）
② 相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者への制度と取得促進方針の周知 介護関係については、

令和7年4月1日から
義務となりました。
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従業員（管理職を含む）研修（①）に使用できる動画

「育児休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/

「介護休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

■育児・介護休業制度に関して分かりやすく説明し
た厚生労働省の特設サイト

■東京労働局作成の最新動画

東京労働局ホームページ
「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
roudoukyoku/ikukai0611_00008.html

（約14分）
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書面による実施例（②、④）:育児

16

（兵庫版規定例４６ページ）
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書面による実施例（②、④）:介護
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（兵庫版規定例４７ページ）



STEP3 妊娠・出産や介護等の申出者が出た場合、
個別周知や意向確認等を行っていますか?

18

事業主は、以下のような場合、対象者に育児休業や介護両立支援制度等の個別周知、意
向確認等を行わなければなりません。

妊娠・出産等の申出時

子が３歳になる前の適切な時期

介護に直面する前の早い段階（40歳等）

介護に直面した旨の申出があった

令和7年4月1日から
義務となりました。

青字部分は令和7年１０月1日から
義務となりました。

①

②

③

④
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妊娠・出産等申出時

令和7年10月1日から
義務となりました。

聴取した労働者の意向につ
いては、自社の状況に応じ
て、可能な範囲で配慮して
ください。（配慮義務）

（兵庫版規定例１１ページ）

方法:面談又は書面交付（労働者が希望すればＦＡＸ、電子メール等も可）
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https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

産休や育休の期間を検討する際、出産
（予定）日が基準点となります。
妊娠等の申出があったときは、まず出
産（予定）日を確認し、こちらの自動
計算機能も活用して、法律上の産前産
後休業期間や、取得可能な育児休業期
間をまず確認するようにしましょう。
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令和7年10月1日から
義務となりました。

聴取した労働者の意向については、
自社の状況に応じて、可能な範囲で
配慮してください。（配慮義務）方法:面談又は書面交付（労働者が希望すればＦＡＸ、電子メール等も可）

（兵庫版規定例１１ページ）
子が3歳になる前の適切な時期
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介護に直面する前の早い段階
（40歳等） 年度当初などに、対象となる労働者

を一堂に集めて行っても構いません。

方法:面談、書面交付、ＦＡＸ、電子メール等
令和7年4月1日から
義務となりました。

（兵庫版規定例１１ページ）



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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（参考）40歳になられた方向けの介護保険制度リーフレット
～ 2枚版（本資料）のほか、4枚版があるので、適宜、活用ください。 ～
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介護に直面した旨の申出があった

令和7年4月1日から
義務となりました。

• 親が倒れました。
• 以前から認知症で、
いよいよ一人暮らし
できなくなりました。
など

方法:面談又は書面交付（労働者が希望すればＦＡＸ、電子メール等も可）

（兵庫版規定例１１～１２ページ）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61776.html（参考）
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その他 不利益取扱い禁止、ハラスメント対策等

27

 育児・介護休業等の各種制度の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの契約変更等の不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

 人事権を持たない上司や、同僚からの育児・介護休業等の制度利用に対するハラスメントを防
止する措置を講じることも、事業主の義務です。

＜事業主が講ずべき措置＞
①ハラスメントの内容、対処方針等の明確化と周知・啓発
②相談窓口の設置、周知
③ハラスメントが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応
④プライバシー保護・不利益取扱い禁止措置
⑤業務体制の整備など、労働者の実情に応じた必要な措置

 事業主は、労働者を就業場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合には、その育児・介護の
状況に配慮しなければなりません。（配慮義務）

転勤配慮の対象となる「子」に
は、中学生の子も含まれます。



育児休業取得状況の公表義務

 公表内容は、直近に終了した事業年度における、次の①または②のいずれかの割合（％）
です。（小数点第2位以下切り捨て）

②育児休業等と育児目的休暇の取得
割合①育児休業等の取得割合

育児休業等をした男性労働者の数
＋

小学校就学前の子の育児を目的とした
休暇制度を利用した男性労働者の数

―――――――――――――――――
配偶者が出産した男性労働者の数

育児休業等をした男性労働者の数
―――――――――――――――
配偶者が出産した男性労働者の数
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法人全体で従業員数３０１人以上の事業主は、男性の育児休業取得率等の数値を
公表する義務があります。

令和7年4月1日から
義務の対象が拡大

 インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で
公表する必要があります。

 事業年度終了後、おおむね３か月以内に公表してく
ださい。

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/



（参考資料） 厚生労働省HP「育児・介護休業法について」

29

・【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律の施行について（令和７年10月１日）

・令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年９月24日時点）

・育児・介護休業法のあらまし、育児・介護休業等に関する規則の規定例

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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（関連情報１）育児休業給付の給付率引上げ【雇用保険法】

○ 育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67％（手取りで８割相当）、
180日経過後は50％が支給。

○ 子の出生直後の８週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最
大28日間、休業開始前賃金の13％相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80％（手取りで10割
相当）へと引き上げる。
※ 配偶者が専業主婦（夫）の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

2025（令和７）年４月１日から

給付率2/３
（出産手当金※)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出
産

育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父
給付率６７％

（育児休業給付金）
給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
６７％

28日

※健康保険等により、産前６週間、産後８週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額
の２/３相当額を支給。

○育児休業給付の給付イメージ

28日

１３％

１３％

給付率 80％
（手取り10割）

問い合わせ先：最寄りのハローワークへ

（関連情報１）育児休業給付の給付率引上げ【雇用保険法】
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（関連情報２）育児時短就業給付の創設【雇用保険法】

○ 被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付
として、育児時短就業給付を創設。

○ 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤
務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10％とする。

2025（令和７）年４月１日から

時短後の賃金と給付額の合計が
時短前の賃金を超えないように
給付率を調整

時短勤務前の賃金に対する比率

賃
金
＋
給
付
額

100
％

100％

W:
賃金

給付（賃金
×10％）

○育児時短就業給付の給付イメージ

90％

問い合わせ先:最寄りのハローワークへ
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（関連情報３）両立支援に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む中小企業
事業主に対して、両立支援等助成金を支給しています。

※ 以下は、令和７年度の内容です。助成金は支給額や支給要件が毎年度見直されます。

問い合わせ・申請先：兵庫労働局雇用環境・均等部 企画課（TEL ０７８－３６７－０７００）
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カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、
雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

（関連情報４）ハラスメント対策が強化されます

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。

カスタマーハラスメント対策の義務化

 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシュアルハラスメント
を防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予定です。

いわゆる「就活セクハラ」

（施行日:公布後１年６か月以内の政令で定める日）

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

（労働施策総合推進法の改正）

（男女雇用機会均等法の改正）

公布日:令和７年６月11日
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（関連情報５）女性活躍推進法が改正されました

● 法律の有効期限が、令和18年（2036年）３月31日までに延⾧されました。
（施行日:令和７年６月１１日）

公布日:令和７年６月11日

改正後改正前企業等規模

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
２項目以上を公表

男女間賃金差異に加え
て、２項目以上 を公表301人以上

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
１項目以上を公表１項目以上を公表101人～300人

● プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
（施行日:公布後１年６か月以内の政令で定める日）

● 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の
情報公表が義務となります。（施行日:令和８年４月１日）

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止
に係る措置の内容を公表していることを追加します。

このほか、女性の健康上の特性による健康課題（月経、更年期等に伴う就業上の課題）に関して、
職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を
促していくこととしています。



【兵庫労働局ホームページ】
各種パンフレットや就業規則の規
定例などをダウンロードできます。

■兵庫労働局 仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口
育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。
改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
労働者、事業主、その他どなたでもご相談ください。

兵庫労働局雇用環境・均等部 指導課

場 所 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー15Ｆ
電話番号 ＴＥＬ ０７８－３６７－０８２０
受付時間 ８時３０分～１７時１５分

（お問い合わせ先・関連資料など）

兵庫労働局 育児・介護休業法 検索

■トモイクプロジェクト
仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供や、人事・管理職
向けセミナー情報を発信しています。
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■仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン
仕事と介護の両立支援を、企業経営者が先導して取り組む必要が

ある背景や進め方のポイントなどをまとめています。【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

https://tomoiku.mhlw.go.jp/

■両立支援について専門家に相談したい方へ【中小企業育児・介護休業等推進支援事業】

制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、介護離職を防止する取組でお
悩みの中小企業に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。

https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/TEL ０３－５５４２－１７４０


